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【③動力伝達装置（減速機）】 

表-8.2.14 遊星歯車減速機 概略診断調査表・健全度評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

調査した項目

は必ず記載。 

具体的に 
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【④弁類】 

表-8.2.15 電動バタフライ弁 概略診断調査表・健全度評価表（野帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

調査した項目

は必ず記載。 

具体的に 
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【⑤補機設備】 

表-8.2.16 真空ポンプ 概略診断調査表・健全度評価表（野帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査した項目

は必ず記載。 

具体的に 
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（参考）主ポンプの概略診断調査事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        錆、塗装の劣化は、室内の湿気によるとみられる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ケーシング部 
錆、塗膜のはがれあり（Ｓ-3）（劣化影響度はＣ） 

(3)軸受部 
にじむ程度の油漏れあり（Ｓ-3）（劣化影響度はＡ） 

(4)軸継手部 
芯振れ許容値以内（Ｓ-4）（劣化影響度はＡ） 

(4)ベース部 
錆、塗膜のはがれあり（Ｓ-3）（劣化影響度はＡ） 

(1)本体（全体） 
異常音なし（Ｓ-4）（劣化影響度はＡ） 

本体：Ｓ-4 
ケーシング部：Ｓ-3（塗装） 
インペラ・主軸部：診断対象外 
軸受部：Ｓ-3（油漏れ） 
軸封部：Ｓ-4 
軸継手部：Ｓ-4 
ベース部：Ｓ-3 
 
劣化影響度のランクも考慮して評価 
 
☞主ポンプの健全度評価Ｓ-3 
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（２）詳細診断調査 

概略診断調査において、回転体の摺動部など、経年変化や使用時間に伴って摩耗する部位で、定期

的な交換や点検・整備がされていなくて健全度の把握ができない場合や、設備の信頼性が著しく低下

している場合、及び著しい劣化が見られ、状態監視保全を必要とする場合には、専門技術者による詳

細診断調査を実施する。 

①主な作業内容 

 ・計測器等を用いた定量的調査。 

 ・定性的調査の総合判断によって、劣化の程度（原因）の判定を行う。 

 

②留意点等 

 ・簡易内部診断調査でケーシングを開放して、ポンプ内部を診断調査することにより、軸受部や軸 

スリーブ、主軸を除いて、殆どの部位を診断できるので、摩耗の進行速度や余寿命等を予測でき、 

適切な補修・交換時期の判断が可能となる。 

 

・ポンプのケーシングを開放して作業を行うため天井クレーンを使用する場合は、操作に当たって 

は、床上操作式クレーン運転技能講習を受けていることが必要となる。また機器・部材の吊り上

げ等には玉掛けの資格が必要となることに留意する。天井クレーンを使用しないで休止している

場合は、使用再開の届出（労働基準監督署へ）を行うことに留意する。 

 

 

 ・施設管理者が実施する分解整備（オーバーホール）時に合わせて詳細診断調査を行うことにより、 

摩耗の進行速度や余寿命等を予測でき、適切な補修・交換時期の判断が可能となる。 

したがって、施設管理者と十分調整した上で診断調査の計画を立てることを考慮する。 

 

③詳細診断調査表 

表-8.2.17、18 に詳細診断調査表を示す。詳細診断調査表は形式別、部位別に整理しており、

また部位の調査項目ごとに健全度評価を記録するようになっている。 

詳細診断調査表及び判断基準は、別途「機能保全の手引き 参考資料編」に記載されている。 
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③動力伝達装置（減速機） 
(動力伝達装置の形式) 

平行軸（又は直交軸）歯車減速機  遊星歯車減速機 

流体継手 流体継手付直交歯車減速機 

①主ポンプ 
(主ポンプの形式) 

渦巻きポンプ  横軸軸流（又は斜流）ポンプ 

立軸軸流（又は斜流）ポンプ チューブラポンプ 

②主原動機 
(主原動機の形式) 

三相誘導電動機（カム形始動器・液体抵抗機器含む） 

ディーゼル機関 

④弁類 
(弁類の形式) 

電動バタフライ弁  電動仕切弁 コーン弁 

逆止め弁 フラップ弁 

⑤補機設備 
(補機設備の形式) 

冷却水系統(冷却水ポンプ)  満水系統(真空ポンプ)  

封水系統(封水ポンプ) 燃料移送系統(燃料ポンプ) 

空気系統 

 

 

 

 

ポ 

ン 

プ 

設 

備 

設備 装置  
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表-8.2.17 渦巻ポンプ 詳細診断調査表（簡易内部診断）の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総計：約 時間, 時間

項
目
別
健
全
度

部
位
別
健
全
度

運転音 Ａ 聴診 運 2

吐出圧力 Ａ 目視 運 3

損傷・ひび割れ Ａ 目視 停 ○ 11

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

ケーシング
の塗装

5 塗膜 Ｃ
目視

（聴覚）
停 ○ 17

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

損傷・ひび割れ Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 目視・計測 停 ○ 22

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 22

振動 Ａ 計測 運 12

温度 Ａ
指触

(温度計)
運 16

油漏れ Ａ
目視

(油面計)
運・停 7

摩耗 Ａ 計算 運・停 4

摩耗 Ｂ 目視 停 22

腐食 Ｂ 目視 停 11

腐食 Ｂ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ｂ 目視 停 ○ 22

摩耗 Ａ 目視 停 11

変形・ひび割れ Ａ 目視 停 11

ベ
ー

ス
部

Ａ 全体 35 塗膜 Ａ 目視 運・停 17

注１：点検条件欄の「停」は停止中、「運」は運転中、「断」は電源遮断状態を示す。

注２：調査項目No.とは、参考資料編の調査項目の番号である。

注３: 軸受部の参考耐用年数は、調査対象機種の当該軸受種別を選定し、軸受の設計寿命時間及び機場の運転時間を考慮の上確認を行う。

注４：簡易内部診断時には、ポンプケーシング合わせ面のシートパッキン及び軸封部のグランドパッキンは交換するものとする。

調 査 年 月 日

号 機 名

機 器 名 称

製 造 年 運 転 時 間

用 途 調 査 者 氏 名

施 設 名 コ ー ド №

調
査
方
法

許容値又は判定基準

参
考
耐
用
年
数

 仕様

製 造 者

製 造 番 号

点
検
条
件
　
注
1

装
置
区
分

形
式

調
査
部
位

部
位
重
要
度

調
査
項
目

年平均：約

上
ケ
ー

シ
ン
グ

開
放
時
調
査
項
目

調査結果

劣
化
影
響
度

詳細部位

主
ポ
ン
プ

本
 
体

Ａ 全　般

ケーシング
（上、下）

イ
ン
ペ
ラ
・
主
軸
部

Ａ

インペラ
リング

ライナリング

スリーブ
（パッキン部）

軸
受
部

Ａ

Ａ

インペラ 20

10

10

20

【記事】

腐食の程度

損傷・ひび割れの程度

腐食の程度

腐食の程度

設計時の外径に対する割合

主軸渦
巻
ポ
ン
プ

ポンプ締切圧力について、試運転データとの比較

ケ
ー

シ
ン
グ
部

ガタツキがある場合は許容不可

10

調
査
項
目
№
　
注
2

35

損傷・ひび割れの程度

腐食の程度

さび・ふくれ・われ・はがれの程度（ふくれはﾊﾝﾏﾘﾝｸﾞに
よる打撃音で確認できる）

異常な音がないこと

インペラとの隙間が当初設計値の３倍まであること

35

納入後
又は交
換後の
経過年

数

ガタツキがある場合は許容不可

腐食の程度

ライナリングとの隙間が当初設計値の３倍まで

手で触れられること
(周囲温度(＋)40℃以内であること)

油漏れがないこと

設計寿命時間との対比

基準値以下であること

軸
封
部

Ｂ

パッキン押さえ 35

ケーシングとの隙間が当初設計値の３倍まで

軸受
（ころがり軸受

又は
　すべり軸受）

　
注3

5年
又は
10年

腐食の程度

封水ﾘﾝｸﾞ
ﾈｯｸﾌﾞｯｼｭ

35

腐食の程度

スリーブとの接触跡の程度

主軸やスリーブとの接触跡の程度

塗装剥離、発錆の程度

軸
継
手
部

Ａ 軸継手 35

ガタツキがある場合は許容不可

ゴムの変形・ひび割れの程度
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表-8.2.18 渦巻ポンプ 詳細診断調査表（分解整備時の診断）の例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）施設管理者又は造成者が分解整備を予定している場合、上記表を記入することが望ましい。 

 上表の   の調査項目は、一般に製作時の肉厚検査は実施しておらず、計測しても比較できないことから、実施しなくてもよい。 

  但し、部分的な腐食・摩耗がある場合は、範囲や腐食・摩耗深さ等を計測する。 

総計：約 時間, 時間

項
目
別
健
全
度

部
位
別
健
全
度

運転音 Ａ 聴診 運 2

吐出圧力 Ａ 目視 運 3

損傷・ひび割れ Ａ 目視 停 ○ 11

腐食 Ａ 計測 停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 21

停 ○ 21

停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

損傷・ひび割れ Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 21

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

芯振れ Ａ 計測 停 ○ 15

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 目視、計測 停 ○ 22

変形 Ａ 目視 停 ○ 11

腐食 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 計測 停 ○ 22

変形 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ａ 目視 停 ○ 11

振動 Ａ 計測 運 12

温度 Ａ
指触

(温度計)
運 16

油漏れ Ａ
目視

(油面計)
運・停 7

摩耗 Ａ 計算 運・停 4

損傷 Ａ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ｂ 目視 停 ○ 22

腐食 Ｂ 目視 停 ○ 11

腐食 Ｂ 目視 停 ○ 11

摩耗 Ｂ 計測 停 ○ 22

摩耗 Ａ 目視 停 11

変形・ひび割れ Ａ 目視 停 11

ベ
ー

ス
部 Ａ 全体 35 塗膜 Ａ 目視 運・停 17

注１：点検条件欄の「停」は停止中、「運」は運転中、「断」は電源遮断状態を示す。
注２：調査項目No.とは、参考資料編の調査項目の番号である。
注３: 軸受部の参考耐用年数は、調査対象機種の当該軸受種別を選定し、軸受の設計寿命時間及び機場の運転時間を考慮の上確認を行う。
注４：分解整備時には、ポンプケーシング合わせ面のシートパッキン及び軸封部のグランドパッキンは交換するものとする。

渦
巻
ポ
ン
プ

【記事】

施 設 名 コ ー ド №

号 機 名
 仕様

機 器 名 称 調 査 年 月 日

用 途 調 査 者 氏 名

年平均：約

製 造 者

製 造 番 号

装
置
区
分

形
式

調
査
部
位

部
位
重
要
度

製 造 年 運 転 時 間

劣
化
影
響
度

調
査
方
法

許容値又は判定基準

点
検
条
件
　
注
1

詳細部位

参
考
耐
用
年
数

納入後
又は交
換後の
経過年

数

調
査
項
目

分
解
整
備
時

調
査
項
目

調査結果 調
査
項
目
№
 
注
2

主
ポ
ン
プ

本
 
体

Ａ 全　般 35

異常な音がないこと

ポンプ締切圧力について、試運転データとの比較

ケ
ー

シ
ン
グ
部

Ａ

ケーシング
（上、下）

35

損傷・ひび割れの程度

製作時肉厚に対する割合（制作時肉厚が不明な場合、今後
定点観測）

10

腐食の程度

ライナリング 10

インペラとの隙間が当初設計値の３倍まであること

腐食によりガタツキがある場合は許容不可

インペラ
リング

10

腐食の程度Ａ

インペラ 20

主軸 20

スリーブ
（パッキン部）

ケーシングとの隙間が当初設計値の３倍まで

腐食の程度

損傷・ひび割れの程度

ライナリングとの隙間が当初設計値の３倍まで

主軸との嵌合隙間が設計値以内

主軸の芯振れが許容値まで。超える場合は曲がり直し

腐食の程度

ガタツキがある場合は許容不可

ねじ摩滅、変形等の程度

摩耗 Ａ 計測

製作時肉厚に対する割合（制作時肉厚が不明な場合、今後
定点観測）

腐食の程度

設計時の外径に対する割合

軸
受
部

Ａ

軸受箱 35

シール性を損なう傷や変形、軸受に無理な力がかかるよう
な変形の程度

傷、熱負荷、過剰加圧の程度

イ
ン
ペ
ラ
・
主
軸
部

軸受の転動、叩かれ等の形跡の程度

軸受
（ころがり軸受

又は
　すべり軸受）

　
注3

5年
又は
10年

基準値以下であること

手で触れられること
(周囲温度(＋)40℃以内であること)

油漏れがないこと

設計寿命時間との対比

軸
封
部

Ｂ

パッキン押さえ 35

封水ﾘﾝｸﾞﾈｯｸﾌﾞｯｼｭ 35

主軸やスリーブとの接触跡の程度

腐食の程度

腐食の程度

スリーブとの接触跡の程度（深さ）

塗装剥離、発錆の程度

軸
継
手
部

Ａ 軸継手 35

ガタツキがある場合は許容不可

ゴムの変形・ひび割れの程度


